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告 示

北海道告示第２８６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区
の役員の就任及び退任の届出があった。
平成２３年４月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
多度志土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２３．４．１ 理 事 堀 井 修 深川市幌内１５６０番地
同 同 同 柏 倉 晃 同 多度志南１４８１番地１
同 同 同 堂 田 幸 男 同 宇摩１５７２番地
同 同 同 板 垣 義 行 同 多度志２０７４番地

同 同 同 西 川 信 雄 同 鷹泊２０１２番地
同 同 同 板 垣 政 友 同 湯内１５０５番地
同 同 監 事 斉 藤 英 樹 同 多度志３２２５番地
同 同 同 大 川 広 志 同 鷹泊１１２６番地
退 任 同 ２３．３．３１ 理 事 堀 井 修 同 幌内１５６０番地
同 同 同 大 井 利 也 同 湯内１７８６番地１
同 同 同 近 澤 和 弘 同 鷹泊１４０６番地
同 同 同 岡 田 秀 隆 同 多度志１７５番地
同 同 同 松 井 勝 實 同 宇摩１４７８番地
同 同 同 柏 倉 晃 同 多度志南１４８１番地１
同 同 監 事 竹 内 譲 同 多度志１６０番地１
同 同 同 竹 田 武 志 同 幌内２１６番地

中新土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２３．４．１ 理 事 五十嵐 吉 美 樺戸郡月形町字月ヶ岡３６６番地
同 同 同 � 松 春 夫 同 月形町字当別原野３５７番地の９
同 同 同 岩 中 政 見 石狩郡当別町字中小屋１９９６番地３
同 同 同 堂 前 康 雄 樺戸郡月形町字当別原野３６１２番地１０
同 同 同 平 塚 春 往 石狩郡当別町字中小屋５３１１番地
同 同 同 中 西 政 春 同 当別町字中小屋５２４０番地７
同 同 同 中 西 健 一 同 当別町字中小屋３３６２番地５
退 任 同 ２３．３．３１ 同 田 畑 富美男 同 当別町字中小屋２８５１番地１５
同 同 同 五十嵐 吉 美 樺戸郡月形町字月ヶ岡３６６番地
同 同 同 � 松 春 夫 同 月形町字当別原野３５７番地の９
同 同 同 岩 中 政 見 石狩郡当別町字中小屋１９９６番地３
同 同 同 堂 前 康 雄 樺戸郡月形町字当別原野３６１２番地１０
同 同 同 平 塚 春 往 石狩郡当別町字中小屋５３１１番地
同 同 同 中 西 政 春 同 当別町字中小屋５２４０番地７

浜益土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２３．４．４ 理 事 野 村 賢 一 石狩市浜益区柏木１９番地５
同 同 同 袴 田 勝 同 浜益区実田８５番地の１
同 同 同 野 村 武 美 同 浜益区柏木３番地１３
同 同 同 河 野 幹 男 同 浜益区実田２２４番地２
同 同 同 � 山 明 雄 同 浜益区柏木２４番地
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就 任 平成２３．４．４ 監 事 笹 賢 一 石狩市浜益区柏木６８番地１
同 同 同 大 沼 彰 同 浜益区川下２４６番地１９
退 任 同 ２３．４．３ 理 事 野 村 賢 一 同 浜益区柏木１９番地５
同 同 同 袴 田 勝 同 浜益区実田８５番地の１
同 同 同 野 村 武 美 同 浜益区柏木３番地１３
同 同 同 河 野 幹 男 同 浜益区実田２２４番地２
同 同 同 � 山 明 雄 同 浜益区柏木２４番地
同 同 監 事 笹 賢 一 同 浜益区柏木６８番地１
同 同 同 大 沼 彰 同 浜益区川下２４６番地１９

北海道告示第２８７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２３年４月７日、浜
益土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２３年４月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２８８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、道営土地改良（鹿追美
きよ れき

蔓地区（農業用用排水施設、暗渠排水、区画整理、除礫））事業の土地改良事業計画を定め
た。
その関係書類は、北海道十勝総合振興局に備え置いて、平成２３年４月２０日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２３年４月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２８９号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２３年４月１９日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 保安林予定森林の所在場所 石狩市浜益区幌１０１０の１地先（国有林。次の図に示す
部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 水源のかん養
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 石狩市厚田区小谷２９２の３地先（国有林。次の図に示
す部分に限る。）、３５７、３６１（以上２筆国有林。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所 十勝郡浦幌町字チプネオコッペ８の１地先（次の図に
示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所 松前郡松前町字原口１７５地先・１９５地先・２０６地先・２７２
地先・５５３の２地先・５５９の８９地先（以上６筆地先国有林。
次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
５� 保安林予定森林の所在場所 上川郡美瑛町字ルベシベ６９１６の３・９４７７（以上２筆に

ついて次の図に示す部分に限る。）
� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所 中川郡音威子府村字物満内１地先（次の図に示す部分
に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

７� 保安林予定森林の所在場所 河東郡上士幌町字上音更１８の９（次の図に示す部分に
限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局及
び振興局の産業振興部林務課並びに石狩市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供す
る。）

北海道告示第２９０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２３年４月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
標津郡中標津町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

標津郡標津町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 霧害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室振興局
産業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２９１号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２３年４月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

阿寒郡鶴居村（国有林。次の図に示す部分に限る。）、
鶴居村（次の図に示す部分に限る。）
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２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び鶴居村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示２９２号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。
平成２３年４月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域の箇所番号

大沢の沢川（�－３３－０６１０）
� 土砂災害警戒区域の表示
室蘭市大沢町２丁目、３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

２� 土砂災害警戒区域の箇所番号
学校の沢川（�－３３－０８７０）

� 土砂災害警戒区域の表示
室蘭市港南町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

（「次の図」は省略し、その図面を北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部に備え置いて縦
覧に供する）

北海道告示２９３号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。

平成２３年４月１９日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌平岸１条７丁目（�－０－９３－９３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市豊平区平岸１条７丁目、８丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌平岸４条１２丁目（�－０－１００－１００）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市豊平区平岸４条１２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌月寒東２条２０丁目（�－０－１１０－１１０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市豊平区月寒東２条２０丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を北海道空知総合振興局札幌建設管理部に備え置いて
縦覧に供する）
４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

室蘭大沢町２（�－３－２０７－１８４７）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市大沢町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
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次の図のとおり
５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

室蘭大沢町３丁目２（�－３－２１０－１８５０）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市大沢町３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭港南町１丁目（�－３－７２－１７１２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市港南町１丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭港南町２丁目１（�－３－７４－１７１４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市港南町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭港南町２丁目２（�－３－７５－１７１５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市港南町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭港南町２丁目３（�－３－７６－１７１６）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市港南町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭港南町２丁目７（�－３－８１－１７２１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市港南町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭天神町２（�－３－２３８－１８７８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市天神町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭天神町５（�－３－２４０－１８８０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市天神町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭天神町６（�－３－２４１－１８８１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市天神町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
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急傾斜地の崩壊
� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭天神町７（－３－１２６－１２９９）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市天神町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
天神町１の沢の沢川（�－３３－０５９０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市天神町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
天神町２の沢（�－３３－０６００）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市天神町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を関係総合振興局建設管理部に備え置いて縦覧に供す
る）

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道十勝総合振興局告示第４８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２３年４月１９日
北海道十勝総合振興局長 竹 林 孝

１ 落札者に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
� 重油（ＪＩＳ１種２号） ９，５００リットル
� 重油（ＪＩＳ１種２号） ２１９，０００リットル
� 重油（ＪＩＳ１種２号） １４，３００リットル
� 灯油（ＪＩＳ１号） １３，２００リットル
� 灯油（ＪＩＳ１号） １７，３００リットル
� 灯油（ＪＩＳ１号） １４，９００リットル
� 灯油（ＪＩＳ１号） ８，６００リットル
� 灯油（ＪＩＳ１号） ９，９００リットル
� 灯油（ＪＩＳ１号） ５，９００リットル
� 灯油（ＪＩＳ１号） ８，３００リットル
� 灯油（ＪＩＳ１号） １３，４００リットル
� 灯油（ＪＩＳ１号） １２，３００リットル
� 灯油（ＪＩＳ１号） ５７，８００リットル
� 灯油（ＪＩＳ１号） ７，９００リットル
２ 落札を決定した日
平成２３年３月１８日

３ 落札者の氏名及び住所
� １の�
ア 氏 名 北海道カーオイル株式会社
イ 住 所 帯広市大通南５丁目１番地

� １の�及び�
ア 氏 名 北栄商事有限会社
イ 住 所 中川郡本別町向陽町３番地４

� １の�
ア 氏 名 中山産業株式会社
イ 住 所 十勝郡浦幌町字緑町５番地

� １の�及び�
ア 氏 名 株式会社晃陽燃料
イ 住 所 帯広市東５条南２１丁目１番地９

� １の�、�及び�
ア 氏 名 熱原帯広株式会社
イ 住 所 帯広市東５条南６丁目１５番地
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� １の�及び�
ア 氏 名 日晃産業株式会社

イ 住 所 上川郡新得町栄町２番地

� １の�
ア 氏 名 中保石油株式会社

イ 住 所 河西郡中札内村大通り南５丁目４７番地

� １の�
ア 氏 名 有限会社酒森商事

イ 住 所 広尾郡大樹町寿町２丁目１８番地

� １の�
ア 氏 名 株式会社北村商店

イ 住 所 十勝郡浦幌町字幸町７番地

４ 落札金額

� ８２円８０銭

� ７８円

� ８０円９０銭

� ７７円８０銭

� ７７円８０銭

� ７７円６０銭

� ７７円６０銭

� ８３円

� ８３円

� ８５円

� ８２円

� ８２円３０銭

� ８３円

� ７８円

５ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

６ 一般競争入札の公告

平成２３年２月４日付け北海道十勝総合振興局告示第８号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道十勝総合振興局地域政策部総務課

� 所在地 帯広市東３条南３丁目

道 立 衛 生 研 究 所 告 示

北海道立衛生研究所告示第２１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２３年４月１９日

北海道立衛生研究所長 長 井 忠 則

１ 落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量

重油（ＪＩＳ１種１号） １，０４０，０００リットル

２ 落札を決定した日

平成２３年３月２３日

３ 落札者の氏名及び住所

� 氏 名 茂田石油株式会社

� 住 所 旭川市住吉４条２丁目８番１３号

４ 落札金額

７６円７０銭

５ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

６ 一般競争入札の公示

平成２３年２月８日付け北海道立衛生研究所告示第９号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道立衛生研究所企画総務部総務課

� 所在地 札幌市北区北１９条西１２丁目

道教育庁胆振教育局告示

北海道教育庁胆振教育局告示第３０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２３年４月１９日

北海道教育庁胆振教育局長 宮 田 康 宏

１ 落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び数量（調達予定数量）

� Ａ重油（北海道伊達高等養護学校） ４８，０００リットル

� 灯 油（北海道登別明日中等教育学校） ２０，０００リットル

２ 落札を決定した日

平成２３年４月５日
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３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 北海道エネルギー株式会社
イ 住 所 札幌市中央区北１条東３丁目３番地

�ア 氏 名 河辺石油株式会社
イ 住 所 小�市稲穂２丁目１９番８号

４ 落札金額
� ８４円５０銭
� ８８円００銭
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年２月２２日付け北海道教育庁胆振教育局告示第２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁胆振教育局道立学校運営支援室
� 所在地 室蘭市海岸町１丁目４番１号
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